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まちの話題 
ご存知ですか？ 

こんな制度があるんです
５月21日スタ ート     　           裁判員制度

高萩ブランド
キャラクター募集

　　　　　　　　　ほか　　　　
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11・12月の行事 会場：総合福祉センター
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11/13（木）～11月30（日）

♪秋の♪秋の無料体験学習無料体験学習

����
  ………………………………………………………………………………………………………
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優秀賞
高萩市立
高萩小学校６年
田中　春音

高萩市長賞
常陸太田市立
機初小学校６年
館　加奈子

優良賞
日立市立
成沢小学校５年
渡邉　里穂

佳作
日立市立
成沢小学校５年
海野美由記

佳作
常陸太田市立
機初小学校５年
栗田　佳苗

ネットワーク賞
高萩市立
秋山小学校６年
斉藤　玲奈

優秀賞
常陸太田市立太田小学校　３年　小島　唯詩
バッグの中のエコバッグ　広げて役目　大きいぞ

優良賞
日立市立大久保小学校　２年　菊池　彩花
マイバッグ　みんなで持って　ちきゅうを元気に！

佳　作
北茨城市立中郷第二小学校　３年　鈴木しおり
マイバッグ　つかってはこぶ　地球の未来

標
語
の
部

佳　作
北茨城市華川小学校　２年　鈴木真衣
みんながもってるマイバッグ　地球もよろこぶ　小さなエコ

ネットワーク賞　　
高萩市立高萩小学校　１年　山本　優杏
びにーると　みどりのはっぱを　こうかんこ
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大山静子さん（９２歳・安良川）
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行政相談

家庭児童相談（予約制）

心配ごと相談（予約制）

年金相談と年金請求
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ス ポ ツ の お 知 ら せ
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人口と世帯人口と世帯
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３１，７４６人（－４８人）
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１１，８７８世帯（－１８世帯）
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12月
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納期限12月１日（月）
口座振替は11月25日（火）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



11月の納税 ○国民健康保険税（第６期）　○後期高齢者保険料（第５期）　
○介護保険料（第３期）
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◆先月号に掲載しました「市民の声」。沢山の人からお返事を頂いています。中には「市報たかはぎ」へのものもあり、
それを読むのを楽しみにしています。細かいところまで読んでいただいているんだなと、身が引き締まります。「市民の
声」はチラシにして市の施設にも置いてありますので、ぜひご意見などをお寄せください。（長）◆広報担当になってはや

７ヶ月。今月号で初めて、私の撮った写真が表紙に採用されました。撮影に協力してくださった皆さん、ありがとうございます。（苑）
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